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議案第44号 

 

丹波市職員の給与に関する条例及び丹波市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

令和３年人事院勧告の取扱いについては、令和３年12月の期末手当の支給

月数の引下げは見送り、当該引下げ相当額を令和４年６月の期末手当から減

額することで調整することとされた。 

この減額調整を実施するため、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年

法律第95号）及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平

成12年法律第125号）の適用を受ける国家公務員の給与が改定されたことに伴

い、国の取扱いに準拠し、所要の改正を行うものである。 

 

２ 改正の概要 

民間ボーナスとの較差等に基づく期末手当の改定 

(１) 常勤一般職員 

期末手当の年間支給月数0.15月の引下げ（4.45月→4.30月） 

民間の支給状況等を踏まえ期末手当の支給月数に反映 

ア 令和４年度支給月数（第１条関係） 

これまで６月及び12月に1.275月（計2.55月）で支給していた期末手当

の支給月数を、それぞれ1.20月（計2.40月）とする。 

イ 減額調整分（附則第２条関係） 

令和３年12月の期末手当支給月数0.15月の引下げ（1.275月→1.125月） 

 

 

 

 

①令和４年６月期末手当基礎額×1.20 

②令和３年12月支給済み期末手当×127.5分の15 

 

 ６月期 12月期 

令和３年度 期末手当 

      勤勉手当 

1.275月（支給済み） 

0.95 月（支給済み） 

1.125月（現行1.275月） 

0.95 月（改定なし） 

令和４年度 期末手当 

以降    勤勉手当 

1.20 月 

0.95 月 

1.20 月 

0.95 月 

 

  

令和４年６月支給額＝令和４年６月本来額－(令和３年12月支給額×割合) 

 

             ①基準額        ②調整額 
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(２) 再任用職員 

期末手当の年間支給月数0.10月の引下げ（2.35月→2.25月） 

民間の支給状況等を踏まえ期末手当の支給月数に反映 

ア 令和４年度支給月数（第１条関係） 

これまで６月及び12月に0.725月（計1.45月）で支給していた期末手当

の支給月数を、それぞれ0.675月（計1.35月）とする。 

イ 減額調整分（附則第２条関係） 

令和３年12月の期末手当支給月数0.10月の引下げ（0.725月→0.625月） 

 

 

 

 

①令和４年６月期末手当基礎額×0.675 

②令和３年12月支給済み期末手当×72.5分の10 

 

 ６月期 12月期 

令和３年度 期末手当 

      勤勉手当 

0.725月（支給済み） 

0.45 月（支給済み） 

0.625月（現行0.725月） 

0.45 月（改定なし） 

令和４年度 期末手当 

以降    勤勉手当 

0.675月 

0.45 月 

0.675月 

0.45 月 

 

(３) 特定任期付職員 

期末手当の年間支給月数0.10月の引下げ（3.35月→3.25月） 

ア 令和４年度支給月数（第２条関係） 

これまで６月及び12月に1.675月（計3.35月）で支給していた期末手当

の支給月数を、それぞれ1.625月（計3.25月）とする。 

イ 減額調整分（附則第２条関係） 

令和３年12月の期末手当支給月数0.10月の引下げ（1.675月→1.575月） 

 

 

 

 

①令和４年６月期末手当基礎額×1.625 

②令和３年12月支給済み期末手当×167.5分の10 

  

令和４年６月支給額＝令和４年６月本来額－(令和３年12月支給額×割合) 

 

             ①基準額        ②調整額 

令和４年６月支給額＝令和４年６月本来額－(令和３年12月支給額×割合) 

 

             ①基準額        ②調整額 
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 ６月期 12月期 

令和３年度 期末手当 1.675月（支給済み） 1.575月（現行1.675月） 

令和４年度 期末手当 

以降 
1.625月 1.625月 

 

３ 改正する条例 

(１) 丹波市職員の給与に関する条例（平成16年丹波市条例第47号） 

(２) 丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成28年丹波市条

例第27号） 

 

４ 施行日 

公布の日 

 

５ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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第１条関係 

 

丹波市職員の給与に関する条例（平成16年丹波市条例第47号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市職員の給与に関する条例 ○丹波市職員の給与に関する条例 
平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第47号 条例第47号 

最終改正 令和２年11月27日条例第48号 最終改正 令和２年11月27日条例第48号 

（期末手当） （期末手当） 

第32条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下こ

の条から第33条までにおいてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する職員に対してそ

れぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条及

び第34条第１項においてこれらの日を「支給日」と

いう。）に支給する。これらの基準日前１箇月以内

に退職し、又は死亡した職員（第39条第６項の規定

の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除

く。）についても同様とする。 

第32条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下こ

の条から第33条までにおいてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する職員に対してそ

れぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条及

び第34条第１項においてこれらの日を「支給日」と

いう。）に支給する。これらの基準日前１箇月以内

に退職し、又は死亡した職員（第39条第６項の規定

の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除

く。）についても同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の12

7.5を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の12

0  を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

(１) ６箇月 100分の100 (１) ６箇月 100分の100 

(２) ５箇月以上６箇月未満 100分の80 (２) ５箇月以上６箇月未満 100分の80 

(３) ３箇月以上５箇月未満 100分の60 (３) ３箇月以上５箇月未満 100分の60 

(４) ３箇月未満 100分の30 (４) ３箇月未満 100分の30 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中100分の127.5とあるのは100分の72.5と

する。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中100分の120  とあるのは100分の67.5と

する。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日

現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべ

き給料の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日

現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべ

き給料の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。 

５ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が３級以上で規則で定めるもの及び特定任期付

職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職

員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこ

れに相当する職員として当該各給料表につき規則

で定めるもの及び特定任期付職員については、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給

料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規

則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えな

い範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加

算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

５ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が３級以上で規則で定めるもの及び特定任期付

職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職

員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこ

れに相当する職員として当該各給料表につき規則

で定めるもの及び特定任期付職員については、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給

料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規

則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えな

い範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加

算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定について必要

な事項は、規則で定める。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定について必要

な事項は、規則で定める。 
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第２条関係 

 

丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成28年丹波市条例第27号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例 
○丹波市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例 
平成28年９月29日 平成28年９月29日 

条例第27号 条例第27号 

最終改正 令和２年11月27日条例第48号 最終改正 令和２年11月27日条例第48号 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 給与条例第７条から第11条まで、第16条、第

17条、第19条、第29条及び第35条の規定は、特定任

期付職員には、適用しない。 

第９条 給与条例第７条から第11条まで、第16条、第

17条、第19条、第29条及び第35条の規定は、特定任

期付職員には、適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第30条第１項、

第31条及び第32条第２項の規定の適用については、

給与条例第30条第１項中「管理職手当を受ける職

員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及び丹波

市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成

28年丹波市条例第27号。以下「任期付職員条例」と

いう。）第２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員」と、給与条例第31条中「規定する職

にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」と、給与条例第32条第２

項中100分の127.5とあるのは、100分の167.5とす

る。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第30条第１項、

第31条及び第32条第２項の規定の適用については、

給与条例第30条第１項中「管理職手当を受ける職

員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及び丹波

市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成

28年丹波市条例第27号。以下「任期付職員条例」と

いう。）第２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員」と、給与条例第31条中「規定する職

にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」と、給与条例第32条第２

項中100分の120  とあるのは、100分の162.5とす

る。 

３ 給与条例第16条、第17条、第19条及び第21条の規

定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。 

３ 給与条例第16条、第17条、第19条及び第21条の規

定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。 

４ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第20条

第２項第２号及び第24条第３項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「再任用短時間勤務職員」

とあるのは「再任用短時間勤務職員及び任期付職員

条例第４条の規定により任期を定めて採用された

職員」とする。 

４ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第20条

第２項第２号及び第24条第３項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「再任用短時間勤務職員」

とあるのは「再任用短時間勤務職員及び任期付職員

条例第４条の規定により任期を定めて採用された

職員」とする。 
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議案第46号 

 

丹波市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

令和４年度税制改正により地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法

律第１号）が令和４年３月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うた

め、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

(１) 住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の延長 

所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用者（住宅の取得等をして令和

４年から令和７年までの間に居住の用に供した者に限る。）について、所得

税から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の額に５％を

乗じて得た額（最高97,500円）の控除限度額の範囲内で、個人住民税から控

除する。 

(２) 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し 

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税

と一致させる。 

(３) 固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大に伴う措置 

登記所から市町村へ登記情報が通知される際、登記所に対してＤＶ被害

者等である旨の申出を行った登記名義人については、通知事項に「住所に代

わる事項」が追加された。これに伴い、固定資産課税台帳に記載されている

事項の証明書の交付等を行う際に、ＤＶ被害者等の登記簿上の住所が含ま

れている場合は、当該住所に代わり「住所に代わる事項」を記載する。 

 

３ 施行日 

(１) 令和５年１月１日 

(２) 令和６年１月１日 

(３) 令和６年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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第１条関係 

丹波市税条例（平成16年丹波市条例第53号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市税条例 ○丹波市税条例 
平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第53号 条例第53号 

最終改正 令和４年３月31日条例第16号 最終改正 令和４年３月31日条例第16号 

（納税証明書の交付手数料） （納税証明書の交付手数料） 

第18条の４ 法第20条の10に規定する納税証明書の

交付                    

                     を

請求する者は、手数料を納付しなければならない。 

第18条の４ 法第20条の10に規定する納税証明書の

交付（法第382条の４に規定する当該証明書に住所

に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）を

請求する者は、手数料を納付しなければならない。 

２ 前項の納税証明書の交付手数料は丹波市手数料

条例（平成16年丹波市条例第56号）による。ただし、

道路運送車両法第97条の２に規定する証明書につ

いては手数料を徴しない。 

２ 前項の納税証明書の交付手数料は丹波市手数料

条例（平成16年丹波市条例第56号）による。ただし、

道路運送車両法第97条の２に規定する証明書につ

いては手数料を徴しない。 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第33条 所得割の課税標準は、前年の所得について算

定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額

とする。 

第33条 所得割の課税標準は、前年の所得について算

定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額

とする。 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする

場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭和40年法律

第33号）その他の所得税に関する法令の規定による

所得税法第22条第２項又は第３項の総所得金額、退

職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって

算定する。ただし、同法第60条の２から第60条の４

までの規定の例によらないものとする。 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする

場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭和40年法律

第33号）その他の所得税に関する法令の規定による

所得税法第22条第２項又は第３項の総所得金額、退

職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって

算定する。ただし、同法第60条の２から第60条の４

までの規定の例によらないものとする。 

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配当等（以

下この項及び次項並びに第34条の９において「特定

配当等」という。）に係る所得を有する者に係る総

所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除

外して算定する。 

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配当等（以

下この項及び次項並びに第34条の９において「特定

配当等」という。）に係る所得を有する者に係る総

所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除

外して算定する。 

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年

の翌年の４月１日の属する年度分の特定配当等申

告書（市民税の納税通知書が送達される時までに提

出された次に掲げる申告書をいう。以下この項にお

いて同じ。）に特定配当等に係る所得の明細に関す

る事項その他施行規則に定める事項の記載がある

とき（特定配当等申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）は、当該特定配当等に係る所得の金額に

ついては、適用しない。ただし、第１号に掲げる申

告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出さ

れた場合におけるこれらの申告書に記載された事

項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用し

ないことが適当であると市長が認めるときは、この

限りでない。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の３

第１項に規定する確定申告書に特定配当等に係る

所得の明細に関する事項その他施行規則に定める

事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所

得の金額については、適用しない。 

 

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書  

(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同  
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項の規定により前号に掲げる申告書が提出され

たものとみなされる場合における当該確定申告

書に限る。） 

５ 法第23条第１項第17号に規定する特定株式等譲

渡所得金額（以下この項及び次項並びに第34条の９

において「特定株式等譲渡所得金額」という。）に

係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定

株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して

算定する。 

５ 法第23条第１項第17号に規定する特定株式等譲

渡所得金額（以下この項及び次項並びに第34条の９

において「特定株式等譲渡所得金額」という。）に

係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定

株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して

算定する。 

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所

得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の

特定株式等譲渡所得金額申告書（市民税の納税通知

書が送達される時までに提出された次に掲げる申

告書をいう。以下この項において同じ。）に特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項

その他施行規則に定める事項の記載があるとき（特

定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。）は、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額については、適用しない。ただし、

第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書

がいずれも提出された場合におけるこれらの申告

書に記載された事項その他の事情を勘案して、この

項の規定を適用しないことが適当であると市長が

認めるときは、この限りでない。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の３

第１項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所

得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行

規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適

用しない。 

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書  

(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同

項の規定により前号に掲げる申告書が提出され

たものとみなされる場合における当該確定申告

書に限る。） 

 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第34条の９ 所得割の納税義務者が、第33条第４項に

規定する特定配当等申告書に記載した特定配当等

に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当

等の額について法第２章第１節第５款の規定によ

り配当割額を課された場合又は同条第６項に規定

する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特

定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の

基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同

節第６款の規定により株式等譲渡所得割額を課さ

れた場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所

得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第34条の３

及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除する。 

第34条の９ 所得割の納税義務者が、第33条第４項に

規定する確定申告書   に記載した特定配当等

に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当

等の額について法第２章第１節第５款の規定によ

り配当割額を課された場合又は同条第６項に規定

する確定申告書         に記載した特

定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の

基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同

節第６款の規定により株式等譲渡所得割額を課さ

れた場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所

得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第34条の３

及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所

得割の額から控除することができなかった金額が

あるときは、当該控除することができなかった金額

は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に対しその控

除することができなかった金額を還付し、又は当該

納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の

県民税              若しくは市

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所

得割の額から控除することができなかった金額が

あるときは、当該控除することができなかった金額

は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に対しその控

除することができなかった金額を還付し、又は当該

納税義務者の同項の確定申告書に係る年の末日の

属する年度の翌年度分の個人の県民税若しくは市
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民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係

る徴収金に充当する。 

民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係

る徴収金に充当する。 

３ 法第37条の４の規定により控除されるべき額で

同条の所得割の額から控除することができなかっ

た金額があるときは、当該控除することができなか

った金額を第１項の規定により控除されるべき額

で同項の所得割の額から控除することができなか

った金額とみなして、前項の規定を適用する。 

３ 法第37条の４の規定により控除されるべき額で

同条の所得割の額から控除することができなかっ

た金額があるときは、当該控除することができなか

った金額を第１項の規定により控除されるべき額

で同項の所得割の額から控除することができなか

った金額とみなして、前項の規定を適用する。 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月

15日までに、施行規則第５号の４様式（別表）によ

る申告書を市長に提出しなければならない。ただ

し、法第317条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から１月１日現在において給与

又は公的年金等の支払を受けている者で前年中に

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険

料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料

控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶

者特別控除額（所得税法第２条第１項第33号の４に

規定する源泉控除対象配偶者         

                      

                      

                      

    に係るものを除く。）若しくは法第314条

の２第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれ

らとあわせて雑損控除額若しくは医療費控除額の

控除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の

控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失

の金額の控除若しくは第34条の７の規定により控

除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控

除額」という。）の控除を受けようとするものを除

く。以下この条において「給与所得等以外の所得を

有しなかった者」という。）及び第24条第２項に規

定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の

（二）に掲げる者を除く。）については、この限り

でない。 

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月

15日までに、施行規則第５号の４様式（別表）によ

る申告書を市長に提出しなければならない。ただ

し、法第317条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から１月１日現在において給与

又は公的年金等の支払を受けている者で前年中に

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険

料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料

控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶

者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所

得金額が900万円以下であるものに限る。）の法第3

14条の２第１項第10号の２に規定する自己と生計

を一にする配偶者（前年の合計所得金額が95万円以

下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当し

ないものに係るものを除く。）若しくは法第314条

の２第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれ

らとあわせて雑損控除額若しくは医療費控除額の

控除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の

控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失

の金額の控除若しくは第34条の７の規定により控

除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控

除額」という。）の控除を受けようとするものを除

く。以下この条において「給与所得等以外の所得を

有しなかった者」という。）及び第24条第２項に規

定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の

（二）に掲げる者を除く。）については、この限り

でない。 

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者

のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者

控除額及び扶養控除額の合計額以下である者（施行

規則第２条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除

く。）が提出すべき申告書の様式は、施行規則第２

条第４項ただし書の規定により、市長の定める様式

による。 

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者

のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者

控除額及び扶養控除額の合計額以下である者（施行

規則第２条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除

く。）が提出すべき申告書の様式は、施行規則第２

条第３項ただし書の規定により、市長の定める様式

による。 

３ 市長は、法第317条の６第１項の給与支払報告書

又は同条第４項の公的年金等支払報告書が１月31

日までに提出されなかった場合において、市民税の

賦課徴収について必要があると認めるときは、給与

所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その

者に第１項又は前項の申告書を市長の指定する期

３ 市長は、法第317条の６第１項の給与支払報告書

又は同条第４項の公的年金等支払報告書が１月31

日までに提出されなかった場合において、市民税の

賦課徴収について必要があると認めるときは、給与

所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その

者に第１項又は前項の申告書を市長の指定する期
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限までに提出させることができる。 限までに提出させることができる。 

４ 給与所得等以外の所得を有しなかった者（第１項

又は前項の規定により第１項の申告書を提出する

義務を有する者を除く。）は、雑損控除額若しくは

医療費控除額の控除、法第313条第８項に規定する

純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失

若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除

額の控除を受けようとする場合には、３月15日まで

に、施行規則第５号の５様式、第５号の５の２様式

又は第５号の６様式による申告書を市長に提出し

なければならない。 

４ 給与所得等以外の所得を有しなかった者（第１項

又は前項の規定により第１項の申告書を提出する

義務を有する者を除く。）は、雑損控除額若しくは

医療費控除額の控除、法第313条第８項に規定する

純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失

若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除

額の控除を受けようとする場合には、３月15日まで

に、施行規則第５号の５様式、第５号の５の２様式

又は第５号の６様式による申告書を市長に提出し

なければならない。 

５ 第１項ただし書に規定する者（第３項の規定によ

り第１項の申告書を提出する義務を有する者を除

く。）は、前年中において純損失又は雑損失の金額

がある場合には、３月15日までに、同項の申告書を

市長に提出することができる。 

５ 第１項ただし書に規定する者（第３項の規定によ

り第１項の申告書を提出する義務を有する者を除

く。）は、前年中において純損失又は雑損失の金額

がある場合には、３月15日までに、同項の申告書を

市長に提出することができる。 

６ 第１項又は前項の場合において、前年において支

払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を

受けたものを有する者で市内に住所を有するもの

が、第１項の申告書を提出するときは、法第317条

の２第１項各号に掲げる事項のうち施行規則で定

めるものについては、施行規則で定める記載による

ことができる。 

６ 第１項又は前項の場合において、前年において支

払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を

受けたものを有する者で市内に住所を有するもの

が、第１項の申告書を提出するときは、法第317条

の２第１項各号に掲げる事項のうち施行規則で定

めるものについては、施行規則で定める記載による

ことができる。 

７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると

認める場合には、第23条第１項第１号に掲げる者の

うち所得税法第226条第１項若しくは第３項の規定

により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る

所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条

第４項ただし書の規定により給与所得若しくは公

的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受

けることができるものに、当該源泉徴収票又はその

写しを提出させることができる。 

７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると

認める場合には、第23条第１項第１号に掲げる者の

うち所得税法第226条第１項若しくは第３項の規定

により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る

所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条

第４項ただし書の規定により給与所得若しくは公

的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受

けることができるものに、当該源泉徴収票又はその

写しを提出させることができる。 

８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると

認める場合には、第23条第１項第２号に掲げる者

に、３月15日までに、賦課期日現在において、市内

に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必

要な事項を申告させることができる。 

８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると

認める場合には、第23条第１項第２号に掲げる者

に、３月15日までに、賦課期日現在において、市内

に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必

要な事項を申告させることができる。 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると

認める場合には、新たに第23条第１項第３号又は第

４号に掲げる者に該当することとなった者に、当該

該当することとなった日から２箇月以内に、その名

称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事

業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は

寮等の所在、法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番

号をいう。以下市民税について同じ。）、当該該当

することとなった日その他必要な事項を申告させ

ることができる。 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると

認める場合には、新たに第23条第１項第３号又は第

４号に掲げる者に該当することとなった者に、当該

該当することとなった日から２箇月以内に、その名

称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事

業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は

寮等の所在、法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番

号をいう。以下市民税について同じ。）、当該該当

することとなった日その他必要な事項を申告させ

ることができる。 

（所得税に係る更正又は決定事項の申告義務） （所得税に係る更正又は決定事項の申告義務） 

第36条の３ 第23条第１項第１号の者が前年分の所

得税につき所得税法第２条第１項第37号の確定申

第36条の３ 第23条第１項第１号の者が前年分の所

得税につき所得税法第２条第１項第37号の確定申
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告書（以下本条において「確定申告書」という。）

を提出した場合には、本節の規定の適用について

は、当該確定申告書が提出された日に前条第１項又

は第３項から第５項までの規定による申告書が提

出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告

書が提出された場合は、この限りでない。 

告書（以下本条において「確定申告書」という。）

を提出した場合には、本節の規定の適用について

は、当該確定申告書が提出された日に前条第１項又

は第３項から第５項までの規定による申告書が提

出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告

書が提出された場合は、この限りでない。 

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載され

た事項（施行規則第２条の３第１項に規定する事項

を除く。）のうち法第317条の２第１項各号又は第

３項に規定する事項に相当するもの及び次項の規

定により附記された事項は、前条第１項又は第３項

から第５項までの規定による申告書に記載された

ものとみなす。 

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載され

た事項（施行規則第２条の３第１項に規定する事項

を除く。）のうち法第317条の２第１項各号又は第

３項に規定する事項に相当するもの及び次項の規

定により付記された事項は、前条第１項又は第３項

から第５項までの規定による申告書に記載された

ものとみなす。 

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出する者

は、当該確定申告書に、施行規則第２条の３第２項

各号に掲げる事項を附記しなければならない。 

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出する者

は、当該確定申告書に、施行規則第２条の３第２項

各号に掲げる事項を付記しなければならない。 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告

書 ） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申

告書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定によ

り同項に規定する申告書を提出しなければならな

い者（以下この条において「給与所得者」という。）

で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の

際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以

下この条において「給与支払者」という。）から毎

年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定によ

り同項に規定する申告書を提出しなければならな

い者（以下この条において「給与所得者」という。）

で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の

際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以

下この条において「給与支払者」という。）から毎

年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

(１) 当該給与支払者の氏名又は名称 (１) 当該給与支払者の氏名又は名称 

 (２) 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000

万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（法第313条第３項に規定する青色

事業専従者に該当するもので同項に規定する給

与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定す

る事業専従者に該当するものを除き、合計所得金

額が133万円以下であるものに限る。次条第１項

において同じ。）の氏名 

(２) 扶養親族の氏名 (３) 扶養親族の氏名 

(３) その他施行規則で定める事項 (４) その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による

申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有す

るものは、その年の中途において当該申告書に記載

した事項について異動を生じた場合には、前項又は

法第317条の３の２第１項の給与支払者からその異

動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところにより、その異

動の内容その他施行規則で定める事項を記載した

申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出

しなければならない。 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による

申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有す

るものは、その年の中途において当該申告書に記載

した事項について異動を生じた場合には、前項又は

法第317条の３の２第１項の給与支払者からその異

動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところにより、その異

動の内容その他施行規則で定める事項を記載した

申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出

しなければならない。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告

書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理

されたときは、その申告書は、その受理された日に

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告

書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理

されたときは、その申告書は、その受理された日に
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市長に提出されたものとみなす。 市長に提出されたものとみなす。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第48

条の９の７の２において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当

該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項

を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって施

行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第53

条の９第３項において同じ。）により提供すること

ができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第48

条の９の７の２において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当

該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項

を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって施

行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第53

条の９第３項において同じ。）により提供すること

ができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とある

のは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払

者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提

供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは

「提供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とある

のは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払

者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提

供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは

「提供を受けた日」とする。 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族申告書 ） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族等申告書） 

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定

により同項に規定する申告書を提出しなければな

らない者又は法の施行地において同項に規定する

公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を

受けるものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であって、   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

     扶養親族（控除対象扶養親族     

               を除く。）を有す

る者（以下この条において「公的年金等受給者」と

いう。）で市内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６第１

項に規定する公的年金等の支払者（以下この条にお

いて「公的年金等支払者」という。）から毎年最初

に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定

により同項に規定する申告書を提出しなければな

らない者又は法の施行地において同項に規定する

公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を

受けるものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であって、特定配

偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が900万

円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にす

る配偶者（退職手当等（第53条の２に規定する退職

手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る

所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以

下であるものに限る。）をいう。第２号において同

じ。）又は扶養親族（控除対象扶養親族であって退

職手当等に係る所得を有しない者を除く。）を有す

る者（以下この条において「公的年金等受給者」と

いう。）で市内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６第１

項に規定する公的年金等の支払者（以下この条にお

いて「公的年金等支払者」という。）から毎年最初

に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

(１) 当該公的年金等支払者の名称 (１) 当該公的年金等支払者の名称 

 (２) 特定配偶者の氏名 

(２) 扶養親族の氏名 (３) 扶養親族の氏名 

(３) その他施行規則で定める事項 (４) その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第317条の３の３第１項の規定による

申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場

合において、当該申告書に記載すべき事項がその年

の前年において当該公的年金等支払者を経由して

提出した前項又は法第317条の３の３第１項の規定

２ 前項又は法第317条の３の３第１項の規定による

申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場

合において、当該申告書に記載すべき事項がその年

の前年において当該公的年金等支払者を経由して

提出した前項又は法第317条の３の３第１項の規定

- 12 -



による申告書に記載した事項と異動がないときは、

公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得

税法第203条の６第２項に規定する国税庁長官の承

認を受けている場合に限り、施行規則で定めるとこ

ろにより、前項又は法第317条の３の３第１項の規

定により記載すべき事項に代えて当該異動がない

旨を記載した前項又は法第317条の３の３第１項の

規定による申告書を提出することができる。 

による申告書に記載した事項と異動がないときは、

公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得

税法第203条の６第２項に規定する国税庁長官の承

認を受けている場合に限り、施行規則で定めるとこ

ろにより、前項又は法第317条の３の３第１項の規

定により記載すべき事項に代えて当該異動がない

旨を記載した前項又は法第317条の３の３第１項の

規定による申告書を提出することができる。 

３ 第１項の場合において、同項の規定による申告書

がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に

受理されたときは、その申告書は、その受理された

日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 第１項の場合において、同項の規定による申告書

がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に

受理されたときは、その申告書は、その受理された

日に市長に提出されたものとみなす。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書

の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第4

8条の９の７の３において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当

該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべ

き事項を電磁的方法により提供することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書

の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第4

8条の９の７の３において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当

該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべ

き事項を電磁的方法により提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とある

のは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金

等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金

等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」

とあるのは「提供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とある

のは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金

等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金

等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」

とあるのは「提供を受けた日」とする。 

（特別徴収税額の納入の義務等） （特別徴収税額の納入の義務等） 

第53条の７ 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の

支払をする際、その退職手当等について分離課税に

係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌

月の10日までに、施行規則第５号の８様式又は施行

規則第２条第４項ただし書の規定により総務大臣

が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、及

びその納入金を市に納入しなければならない。 

第53条の７ 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の

支払をする際、その退職手当等について分離課税に

係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌

月の10日までに、施行規則第５号の８様式又は施行

規則第２条第３項ただし書の規定により総務大臣

が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、及

びその納入金を市に納入しなければならない。 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第73条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税

台帳(同条第１項ただし書の規定による措置を講じ

たものを含む。)の閲覧の手数料        

                      

               は、１回につき2

00円とする。ただし、法第416条第３項又は第419

条第８項の規定により公示した期間において納税

義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴

しない。 

第73条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税

台帳(同条第１項ただし書の規定による措置を講じ

たものを含む。)の閲覧（法第382条の４に規定する

固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をし

たものの閲覧を含む。）の手数料は、１回につき2

00円とする。ただし、法第416条第３項又は第419

条第８項の規定により公示した期間において納税

義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴

しない。 

２ 前項の閲覧の回数の計算については、閲覧に供す

る事項等を基準として規則で定める。 

２ 前項の閲覧の回数の計算については、閲覧に供す

る事項等を基準として規則で定める。 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明

書の交付手数料） 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明

書の交付手数料） 

第73条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税

台帳に記載されている事項の証明書（同条ただし書

の規定による措置を講じたものを含む。）の交付 

                      

                   手数料

第73条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税

台帳に記載されている事項の証明書（同条ただし書

の規定による措置を講じたものを含む。）の交付（法

第382条の４に規定する当該証明書に住所に代わる

事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料は、
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は、丹波市手数料条例の例による。 丹波市手数料条例の例による。 

２ 前項の証明書の枚数の計算については、年度、証

明事項等を基準として規則で定める。 

２ 前項の証明書の枚数の計算については、年度、証

明事項等を基準として規則で定める。 

附 則 附 則 

第７条の３の２ 平成22年度から令和15年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条

又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居

住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年か

ら令和３年までの各年である場合に限る。）におい

て、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法

附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第

34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

第７条の３の２ 平成22年度から令和20年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条

又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居

住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年か

ら令和７年までの各年である場合に限る。）におい

て、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法

附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第

34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の

８及び第34条の９第１項の規定の適用については、

第34条の８中「前２条」とあるのは「前２条並びに

附則第７条の３の２第１項」と、第34条の９第１項

中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第７条

の３の２第１項」とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の

８及び第34条の９第１項の規定の適用については、

第34条の８中「前２条」とあるのは「前２条並びに

附則第７条の３の２第１項」と、第34条の９第１項

中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第７条

の３の２第１項」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例） 

第16条の３ 当分の間、市民税の所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第８条の４第１項に規

定する上場株式等の配当等（以下この項において

「上場株式等の配当等」という。）を有する場合に、

当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当

所得については、第33条第１項及び第２項並びに第

34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得

の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の

２の11第３項で定めるところにより計算した金額

（以下この項において「上場株式等に係る配当所得

等の金額」という。）に対し、上場株式等に係る課

税配当所得等の金額（上場株式等に係る配当所得等

の金額（第３項第１号の規定により読み替えて適用

される第34条の２の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）をいう。）の100分の３に相当す

る金額に相当する市民税の所得割を課する。この場

合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所

得については、附則第７条第１項の規定は、適用し

ない。 

第16条の３ 当分の間、市民税の所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第８条の４第１項に規

定する上場株式等の配当等（以下この項において

「上場株式等の配当等」という。）を有する場合に、

当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当

所得については、第33条第１項及び第２項並びに第

34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得

の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の

２の11第３項で定めるところにより計算した金額

（以下この項において「上場株式等に係る配当所得

等の金額」という。）に対し、上場株式等に係る課

税配当所得等の金額（上場株式等に係る配当所得等

の金額（第３項第１号の規定により読み替えて適用

される第34条の２の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）をいう。）の100分の３に相当す

る金額に相当する市民税の所得割を課する。この場

合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所

得については、附則第７条第１項の規定は、適用し

ない。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第

２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下この

項において「特定上場株式等の配当等」という。）

に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納

税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を

受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の

市民税について特定上場株式等の配当等に係る配

当所得につき前項の規定の適用を受けようとする

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第

２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下この

項において「特定上場株式等の配当等」という。）

に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納

税義務者が前年分の所得税について特定上場株式

等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規

定の適用を受けた場合に限り適用する。 
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旨の記載のある第33条第４項に規定する特定配当

等申告書を提出した場合（次に掲げる場合を除く。）

に限り適用するものとし、市民税の所得割の納税義

務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等

の配当等に係る配当所得について同条第１項及び

第２項並びに第34条の３の規定の適用を受けた場

合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべ

き他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得に

ついて、前項の規定は、適用しない。 

(１) 第33条第４項ただし書の規定の適用がある

場合 

 

(２) 第33条第４項第１号に掲げる申告書及び同

項第２号に掲げる申告書がいずれも提出された

場合におけるこれらの申告書に記載された事項

その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しな

いことが適当であると市長が認めるとき。 

 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第16条の３第１項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額」とする。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第16条の３第１項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９

第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１

項及び附則第７条の３の２第１項の規定の適用

については、第34条の６中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第16条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項前段、第34条の８、第34条の９第１項、附則

第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第

７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第16条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第16条の３第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９

第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１

項及び附則第７条の３の２第１項の規定の適用

については、第34条の６中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第16条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項前段、第34条の８、第34条の９第１項、附則

第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第

７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第16条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第16条の３第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第16条の３第１項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは

山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若し

くは租税特別措置法第８条の４第１項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第16条の３第１項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは

山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若し

くは租税特別措置法第８条の４第１項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第16条の３第１項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第２項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第16条の３第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第16条の３第１項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第２項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第16条の３第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 
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第17条の２ 昭和63年度から令和５年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が

前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因と

なる土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定す

る土地等をいう。以下この条において同じ。）の譲

渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条におい

て同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住

宅地等のための譲渡（法附則第34条の２第１項に規

定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項

において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

第17条の２ 昭和63年度から令和５年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が

前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因と

なる土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定す

る土地等をいう。以下この条において同じ。）の譲

渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条におい

て同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住

宅地等のための譲渡（法附則第34条の２第１項に規

定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項

において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

(１) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下であ

る場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.

4に相当する金額 

(１) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下であ

る場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.

4に相当する金額 

(２) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える

場合 次に掲げる金額の合計額 

(２) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える

場合 次に掲げる金額の合計額 

ア 48万円 ア 48万円 

イ 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を

控除した金額の100分の３に相当する金額 

イ 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を

控除した金額の100分の３に相当する金額 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和５年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲

渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則

第34条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予

定地のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定す

る譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して

課する市民税の所得割について準用する。この場合

において、当該譲渡が法附則第34条の２第10項の規

定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優

良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったもの

とみなす。 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和５年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲

渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則

第34条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予

定地のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定す

る譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して

課する市民税の所得割について準用する。この場合

において、当該譲渡が法附則第34条の２第10項の規

定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優

良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったもの

とみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の

場合において、所得割の納税義務者が、その有する

土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の

４まで、第34条から第35条の３まで、第36条の２、

第36条の５、第37条、第37条の４から第37条の６ま

で、第37条の８又は第37条の９の規定の適用を受け

るときは、当該土地等の譲渡は、第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しない

ものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の

場合において、所得割の納税義務者が、その有する

土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の

４まで、第34条から第35条の３まで、第36条の２、

第36条の５、第37条、第37条の４から第37条の６ま

で又は第37条の８     の規定の適用を受け

るときは、当該土地等の譲渡は、第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しない

ものとみなす。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第20条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべ

き外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第1

第20条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべ

き外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第1
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44号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）

第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国居住

者等所得相互免除法第12条第５項に規定する特例

適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16

条第２項に規定する特例適用利子等については、第

33条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得

と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除

法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第1

2条第５項及び第16条第２項において準用する場合

を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下こ

の項において「特例適用利子等の額」という。）に

対し、特例適用利子等の額（次項第１号の規定によ

り読み替えられた第34条の２の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）に100分の３の税率

を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割

を課する。 

44号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）

第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国居住

者等所得相互免除法第12条第５項に規定する特例

適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16

条第２項に規定する特例適用利子等については、第

33条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得

と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除

法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第1

2条第５項及び第16条第２項において準用する場合

を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下こ

の項において「特例適用利子等の額」という。）に

対し、特例適用利子等の額（次項第１号の規定によ

り読み替えられた第34条の２の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）に100分の３の税率

を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割

を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めると

ころによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めると

ころによる。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第

20条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」

とする。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第

20条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」

とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の

適用については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の２第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

７第１項前段、第34条の８、第34条の９第１項並

びに附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の２第１

項の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の２第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の

適用については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の２第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

７第１項前段、第34条の８、第34条の９第１項並

びに附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の２第１

項の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の２第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第20条の２第１項に規定する特例

適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144

号）第７条第10項（同法第11条第８項及び第15

条第14項において準用する場合を含む。）に規定

する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第

７条第12項（同法第11条第９項及び第15条第15

項において準用する場合を含む。）に規定する特

定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第７

条第16項（同法第11条第11項及び第15条第17項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する特定対

象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法

第７条第18項（同法第11条第12項及び第15条第1

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第20条の２第１項に規定する特例

適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144

号）第７条第10項（同法第11条第８項及び第15

条第14項において準用する場合を含む。）に規定

する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第

７条第12項（同法第11条第９項及び第15条第15

項において準用する場合を含む。）に規定する特

定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第７

条第16項（同法第11条第11項及び第15条第17項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する特定対

象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法

第７条第18項（同法第11条第12項及び第15条第1
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8項において準用する場合を含む。）に規定する

特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」と

する。 

8項において準用する場合を含む。）に規定する

特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」と

する。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の２第１項に規定する特例

適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の２第

１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の２第１項に規定する特例

適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の２第

１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居

住者等所得相互免除法第８条第４項に規定する特

例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12

条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住

者等所得相互免除法第16条第３項に規定する特例

適用配当等（次項において「特例適用配当等」とい

う。）については、第33条第３項及び第４項の規定

は適用しない。この場合において、当該特例適用配

当等については、同条及び第34条の３の規定にかか

わらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住

者等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所

得相互免除法第12条第６項及び第16条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特例適用配

当等の額（以下この項において「特例適用配当等の

額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第５

項第１号の規定により読み替えられた第34条の２

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）

に100分の３の税率を乗じて計算した金額に相当す

る市民税の所得割を課する。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居

住者等所得相互免除法第８条第４項に規定する特

例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12

条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住

者等所得相互免除法第16条第３項に規定する特例

適用配当等（次項において「特例適用配当等」とい

う。）については、第33条第３項及び第４項の規定

は適用しない。この場合において、当該特例適用配

当等については、同条及び第34条の３の規定にかか

わらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住

者等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所

得相互免除法第12条第６項及び第16条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特例適用配

当等の額（以下この項において「特例適用配当等の

額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第５

項第１号の規定により読み替えられた第34条の２

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）

に100分の３の税率を乗じて計算した金額に相当す

る市民税の所得割を課する。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が

生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の特例

適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達され

るときまでに提出された次に掲げる申告書をいう。

以下この項において同じ。）に前項後段の規定の適

用を受けようとする旨の記載があるとき（特例適用

配当等申告書にその記載がないことについてやむ

を得ない理由があると市長が認めるときを含む。）

に限り、適用する。ただし、第１号に掲げる申告書

及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出された

場合におけるこれらの申告書に記載された事項そ

の他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しな

いことが適当であると市長が認めるときは、この限

りでない。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が

生じた年分の所得税に係る第36条の３第１項に規

定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け

ようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書  

(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同

項の規定により前号に掲げる申告書が提出され

たものとみなされる場合における当該確定申告

書に限る。） 

 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第20条の２第３項後段に規定する特例適用配当

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第20条の２第３項後段に規定する特例適用配当
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等の額」とする。 等の額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の

適用については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の２第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」と、第3

4条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３第

１項及び附則第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の

２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第20条の２第３項後

段の規定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の

適用については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の２第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」と、第3

4条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３第

１項及び附則第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の

２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第20条の２第３項後

段の規定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第20条の２第３項後段に規定する

特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは

外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第

144号）第７条第14項（同法第11条第10項及び第1

5条第16項において準用する場合を含む。）に規

定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得

の金額若しくは配当所得の金額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第20条の２第３項後段に規定する

特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは

外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第

144号）第７条第14項（同法第11条第10項及び第1

5条第16項において準用する場合を含む。）に規

定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得

の金額若しくは配当所得の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の２第３項後段に規定する

特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20

条の２第３項後段に規定する市民税の所得割の

額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の２第３項後段に規定する

特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20

条の２第３項後段に規定する市民税の所得割の

額」とする。 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第20条の３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべ

き租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第4

6号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等に

ついては、第33条及び第34条の３の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定す

る条約適用利子等の額（以下この項において「条約

適用利子等の額」という。）に対し、条約適用利子

等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第

34条の２の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）に100分の５の税率から租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１項に規定する限度税率（第

３項において「限度税率」という。）を控除して得

た率に５分の３を乗じて得た率（当該納税義務者が

同条第３項の規定の適用を受ける場合には、100分

の３の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民

第20条の３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべ

き租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第4

6号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等に

ついては、第33条及び第34条の３の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定す

る条約適用利子等の額（以下この項において「条約

適用利子等の額」という。）に対し、条約適用利子

等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第

34条の２の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）に100分の５の税率から租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１項に規定する限度税率（第

３項において「限度税率」という。）を控除して得

た率に５分の３を乗じて得た率（当該納税義務者が

同条第３項の規定の適用を受ける場合には、100分

の３の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民
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税の所得割を課する。 税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めると

ころによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めると

ころによる。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第20条の３第１項に規定する条約適用利子等の

額」とする。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第20条の３第１項に規定する条約適用利子等の

額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の

適用については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

７第１項前段、第34条の８、第34条の９第１項並

びに附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の３第１

項の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の

適用については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

７第１項前段、第34条の８、第34条の９第１項並

びに附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の３第１

項の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第20条の３第１項に規定する条約

適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46

号）第３条の２第16項に規定する特定利子に係る

利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益

分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定す

る特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは

同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る

雑所得等の金額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第20条の３第１項に規定する条約

適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46

号）第３条の２第16項に規定する特定利子に係る

利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益

分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定す

る特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは

同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る

雑所得等の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の３第１項に規定する条約

適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の３第

１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の３第１項に規定する条約

適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の３第

１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条

約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等（次項において「条約適用配当等」

という。）については、第33条第３項及び第４項の

規定は適用しない。この場合において、当該条約適

用配当等については、同条及び第34条の３の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税

条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定す

る条約適用配当等の額（以下この項において「条約

適用配当等の額」という。）に対し、条約適用配当

等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた

第34条の２の規定の適用がある場合には、その適用

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条

約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等（次項において「条約適用配当等」

という。）については、第33条第３項及び第４項の

規定は適用しない。この場合において、当該条約適

用配当等については、同条及び第34条の３の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税

条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定す

る条約適用配当等の額（以下この項において「条約

適用配当等の額」という。）に対し、条約適用配当

等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた

第34条の２の規定の適用がある場合には、その適用
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後の金額）に100分の５の税率から限度税率を控除

して得た率に５分の３を乗じて得た率（当該納税義

務者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第３

項の規定の適用を受ける場合には、100分の３の税

率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得

割を課する。 

後の金額）に100分の５の税率から限度税率を控除

して得た率に５分の３を乗じて得た率（当該納税義

務者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第３

項の規定の適用を受ける場合には、100分の３の税

率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得

割を課する。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が

生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の条約

適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以

下この項において同じ。）に前項後段の規定の適用

を受けようとする旨の記載があるとき（条約適用配

当等申告書にその記載がないことについてやむを

得ない理由があると市長が認めるときを含む。）に

限り、適用する。ただし、第１号に掲げる申告書及

び第２号に掲げる申告書がいずれも提出された場

合におけるこれらの申告書に記載された事項その

他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しない

ことが適当であると市長が認めるときは、この限り

でない。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が

生じた年分の所得税に係る第36条の３第１項に規

定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け

ようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書  

(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同

項の規定により前号に掲げる申告書が提出され

たものとみなされる場合における当該確定申告

書に限る。） 

 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第20条の３第３項後段に規定する条約適用配当

等の額」とする。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第20条の３第３項後段に規定する条約適用配当

等の額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の

適用については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の３第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」と、第3

4条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３第

１項及び附則第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の

３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第20条の３第３項後

段の規定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の

適用については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の３第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」と、第3

4条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項並びに附則第７条第１項、附則第７条の３第

１項及び附則第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の

３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第20条の３第３項後

段の規定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第20条の３第３項後段に規定する

条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第20条の３第３項後段に規定する

条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び
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地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第

46号）第３条の２第20項に規定する申告不要特定

配当等に係る配当所得の金額」とする。 

地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第

46号）第３条の２第20項に規定する申告不要特定

配当等に係る配当所得の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の３第３項後段に規定する

条約適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20

条の３第３項後段の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の３第３項後段に規定する

条約適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20

条の３第３項後段の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の

規定の適用がある場合（第３項後段の規定の適用が

ある場合を除く。）における第34条の９の規定の適

用については、同条第１項中「又は同条第６項」と

あるのは「若しくは附則第20条の３第３項前段に規

定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」と

いう。）に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の

属する年度分の同条第４項に規定する条約適用配

当等申告書にこの項の規定の適用を受けようとす

る旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に

関する事項の記載がある場合（条約適用配当等申告

書にこれらの記載がないことについてやむを得な

い理由があると市長が認めるときを含む。）であっ

て、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の

基礎となった条約適用配当等の額について租税条

約実施特例法第３条の２の２第１項の規定及び法

第２章第１節第５款の規定により配当割額を課さ

れたとき、又は第33条第６項」と、同条第３項中「法

第37条の４」とあるのは「租税条約等実施特例法第

３条の２の２第９項の規定により読み替えて適用

される法第37条の４」とする。 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の

規定の適用がある場合（第３項後段の規定の適用が

ある場合を除く。）における第34条の９の規定の適

用については、同条第１項中「又は同条第６項」と

あるのは「若しくは附則第20条の３第３項前段に規

定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」と

いう。）に係る所得が生じた年分の所得税に係る 

       同条第４項に規定する確定申告書

にこの項     の規定の適用を受けようとす

る旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に

関する事項の記載がある場合         

                      

                   であっ

て、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の

基礎となった条約適用配当等の額について租税条

約実施特例法第３条の２の２第１項の規定及び法

第２章第１節第５款の規定により配当割額を課さ

れたとき、又は第33条第６項」と、同条第３項中「法

第37条の４」とあるのは「租税条約等実施特例法第

３条の２の２第９項の規定により読み替えて適用

される法第37条の４」とする。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金

等特別税額控除の特例） 

 

第25条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き新型コロナウイルス感染症特例法第６条第４項

の規定の適用を受けた場合における附則第７条の

３の２第１項の規定の適用については、同項中「令

和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。 

 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新

型コロナウイルス感染症特例法第６条の２第１項

の規定の適用を受けた場合における附則第７条の

３の２第１項の規定の適用については、同項中「令

和15年度」とあるのは「令和17年度」と、「令和３

年」とあるのは「令和４年」とする。 
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第２条関係 

丹波市税条例の一部を改正する条例（令和３年丹波市条例第27号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市税条例の一部を改正する条例 ○丹波市税条例の一部を改正する条例 
令和３年６月25日 令和３年６月25日 

条例第27号 条例第27号 

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲） 

第24条第２項中「及び扶養親族」の右に「（年齢1

6歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この

項において同じ。）」を加える。 

 第36条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除

く」を「年齢16歳未満の者            

      に限る」に改める。 

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の右に「（年

齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下こ

の項において同じ。）」を加える。 

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改

める。 

第24条第２項中「及び扶養親族」の右に「（年齢1

6歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この

項において同じ。）」を加える。 

 第36条の３の３第１項中「扶養親族（」の右に「年

齢16歳未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」

を「有する者に限る」に改める。 

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の右に「（年

齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下こ

の項において同じ。）」を加える。 

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改

める。 

附 則 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の丹波市税条例の規

定中個人の市民税に関する部分        

              は、令和６年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年

度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 

附 則 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の丹波市税条例第24

条第２項、第32条第１号及び第36条の３の３第１項

並びに附則第５条第１項の規定は、令和６年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年

度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 
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議案第47号 

 

市有財産の無償貸付について（旧神楽小学校） 

 

１ 提案の趣旨 

旧神楽小学校活用事業の実施にあたり、次のとおり市有財産を無償貸付し

たいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第６号の規定によ

り、提案するものである。 

 

２ 貸付財産 

(１) 建物 

名 称 構 造 階層数 床面積(㎡) 

校舎（普通教室棟） 鉄筋コンクリート造 ３ 1,635   

校舎（特別教室棟） 鉄筋コンクリート造 ２ 1,195   

体育館 鉄筋コンクリート造 ２ 680   

体育倉庫 コンクリートブロック造 １ 36   

渡り廊下 鉄骨造 １ 19   

屋外便所 鉄筋コンクリート造 １ 18   

燃料庫 鉄筋コンクリート造 １ ５   

燃料庫 鉄筋コンクリート造 １ ５   

プール機械室 コンクリートブロック造 １ 23   

倉庫 木造 １ 15   

合  計（10棟） 3,631   

 

(２) 土地 

所在地 地 目 地積(㎡) 

丹波市青垣町文室字上ノシタ253番１ 学校用地 2,733   

丹波市青垣町文室字上ノシタ1137番 宅地 38.89 

丹波市青垣町文室字上ノシタ1138番 宅地 63.32 

丹波市青垣町文室字大杉216番１ 学校用地 3,044   

丹波市青垣町文室字大杉口172番１ 学校用地 128   

丹波市青垣町文室字大杉口172番２ 畑 246   

丹波市青垣町文室字大杉口172番４ 学校用地 1,489   

丹波市青垣町文室字大杉口221番４ 公衆用道路 26   

丹波市青垣町文室字大杉口1139番 宅地 15.73 

丹波市青垣町文室字大杉口1140番 宅地 51.42 

丹波市青垣町文室字大杉口1141番 宅地 21.95 

丹波市青垣町文室字筋カイ222番３ 学校用地 1,795   

丹波市青垣町文室字筋カイ1142番 宅地 71.60 

丹波市青垣町文室字筋カイ1143番 宅地 34.32 

丹波市青垣町文室字岸ノ下タ244番２ 学校用地 1,769   

丹波市青垣町文室字岸ノ下タ1144番 宅地 21.85 

丹波市青垣町文室字岸ノ下タ1145番 宅地 44.56 
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所在地 地 目 地積(㎡) 

丹波市青垣町文室字岸ノ下タ1146番 宅地 44.43 

丹波市青垣町文室字岸ノ下タ1147番 宅地 45.89 

丹波市青垣町文室字岸ノ下タ1148番 宅地 31.16 

合  計（20筆） 11,715.12 

 

(３) その他の物件 

名 称 構 造 

プール ＦＲＰ製 

 

３ 貸付の相手方 

名 称 株式会社 フォレスト・ドア 

代表者 代表取締役 足立 龍男 

所在地 兵庫県丹波市青垣町文室244番地 

 

４ 貸付の期間 

令和４年７月１日から令和９年６月30日まで 

 

５ 実施事業の概要 

(１) 事業内容等 

丹波市産木材の需要拡大を実現するために、次の事業を実施する。 

ア 木の宿泊研修施設の貸出・運営 

イ 木のコワーキングスペースの貸出・運営 

ウ 木の直売所の開設 

エ 木づかいショールームの開設 

オ 森の相談窓口・ひょうご木づかい王国学校の開設 

(２) 事業開始までのスケジュール 

令和４年７月 契約締結、施設改修着工 

令和４年10月 木のコワーキングスペース、木の直売所、木づかいショー

ルーム、森の相談窓口・ひょうご木づかい王国学校の開設 

令和５年４月 木の宿泊研修施設の開設 

 

６ 維持管理費用の負担 

貸付財産を社会体育事業や行事等のために地域で利用されている間、水道

料金及び電気料金の基本料金並びに消防設備、電気設備及び合併浄化槽の保

守点検費用並びにグラウンド等の維持管理費用の２分の１以内を市が負担し、

残りを事業者が負担する。 
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企 業 概 要 

項   目 内   容 

名 称  株式会社 フォレスト・ドア 

代 表 者 名  代表取締役 足立 龍男 

所 在 地  兵庫県丹波市青垣町文室244番地 

設    立  令和４年３月24日 

資 本 金  3,000千円 

 

 

【地方自治法 抜粋】 

 （議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければ

ならない。 

(１)～(５) 略 

(６) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的と

し、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれ

を譲渡し、若しくは貸し付けること。 

(７)～(15) 略 

２ 略 
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